
第６５４回通関協議会（本関地区） 

 

 

１、 日  時   平成２４年  ７月  １０日 （火） １２時より 

 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

３、 議題等（敬称略） 

 

（1）業務部の事務分担について 

業務部 徳永 管理課長 

 

（2）区分１申告書類提出省略に関する取扱いについて 

業務部 内山統括審査官（通関総括第１部門） 

 

（3）「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令」の廃止について  

業務部 山田統括審査官（通関総括第３部門） 

 

（4）通関業法基本通達の一部改正について 

業務部 大田 首席通関業監督官 

 

４、その他・連絡事項等 

 

 

 

開催予定日  ８月は休会 

平成２４年  ９月  ４日（火）  １２:００～ 

                    

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: yokohama@kanzei.or.jp 

 

 

mailto:yokohama@kanzai.or.jp�


平成 24年 7月 

横浜税関業務部 

業務部事務分担一覧表 
 

部門名 事務内容 

収納課 

045-212-6140 

○ 関税等の納付・徴収・担保に関する事務 

○ 輸入貨物に関する証明事務 

税関相談官 

045-212-6000 

○ 税関の所掌事務に係る相談・苦情に関する事務 

○ 引揚者から預かった証券等の保管整理 

通関総括第１部門 

045-212-6150 

○ 輸出入通関業務に関する事務運営の調整・総括事務 

 

通関総括第２部門 

045-212-6110 

○ 戻税に関する事務 

○ 輸出入通関手続きに関する承認・届出に関する事務（本船扱い・

ふ中扱い、原産地証明書提出猶予、関税割当証明書提出猶予等） 

○ 製造たばこ・塩特定販売業者に関する届出に関する事務 

○ 輸出貨物に関する証明事務 

○ 時間外執務要請届に係る総括事務 

通関総括第３部門 

045-212-6153 

○ 法令・通達の解釈、他法令、特恵関税に関する事務 

 

通関総括第４部門 

045-212-6059 

○ 不正輸出の取締りに関する事務 

○ 輸出入者の指導に関する事務 

通関情報部門 

045-212-6162 

○ 輸出入通関関係の情報の集約に関する事務 

特別通関第１、２部門 

045-212-6115 

○ 輸出入通関（第１類～第２４類、第９４類～第９７類及びマニュ

アル申告） 

○ 執務時間外の輸出入通関に係る事務 

通関第１部門 

045-212-6164 

○ 輸出入通関（第２５類～第６７類） 

通関第２部門 

045-212-6161 

○ 輸出入通関（第６８類～第９３類、プラント貨物） 

 

特殊鑑定部門 

045-212-6154 

○ 犯則・公売貨物の鑑定事務 

○ 計量器の認定に関する事務 

減免還付部門 

045-212-6188 

○ 関税の還付に関する事務 

○ 条件付き減免税貨物に係る事後確認事務 

特別審査官 

045-212-6112 

○ 輸出令別表第１関係事務 

○ ワシントン条約関係事務 

分析部門 

045-451-2056 

○ 輸出入貨物・犯則貨物の分析に関する事務 

通関業監督官 

045-212-6051 

○ 通関業の許可・監督、通関士に関する事務 

○ 通関士試験に関する事務 

税関訟務官 

045-212-6027 

○ 税関に対する不服申立て、訴訟に関する事務 

関税鑑査官 

045-212-6156、6157 

○ 関税率表の解釈・適用、品目分類に関する事務 

 

原産地調査官 

045-212-6174 

○ 輸出入貨物に係る原産地認定の解釈・適用に関する事務 

 

認定事業者管理官 

045-212-6125 

○ ＡＥＯ事業者の承認・認定に関する事務 

知的財産調査官 

045-212-6116 

○ 知的財産侵害物品に係る差止申立ての審査・認定手続きに関する

事務 

関税評価官 

045-212-6139 

○ 輸入貨物の課税価格の算定、解釈、適用に関する事務 

 

 



平成24年7月
横浜税関業務部

本     関 本            牧 山 下 大       黒

通 通

部 部    別    品    目 類 関 関

６ ７

出 入 出 入 出 入 出 入 出 入 出 出 出 入 入 入 出 出 入

1 動物（生きているもの）及び動物性生産品 １～５ 動物、肉、魚介類、酪農品

2 植物性生産品 ６～１４ 野菜、穀物、採油用の種

3 動植物の油脂、調製食用油、ろう １５ 同  左

１６～１８ 肉、魚又は甲殻類、砂糖菓子

4 調製食料品、飲料、アルコール、たばこ １９～２２ ミルク調製品、各種調製食料品

２３～２４ たばこ

5 鉱物性生産品 ２５～２７ 塩、土石類、鉱石、鉱物油

２８ 無機化学品

２９～３２ 有機化学品、医療用品、肥料

6 化学工業の生産品 ３３～３４ 精油、化粧品類、洗剤

３５～３７ 変性澱粉、火薬類、写真材料

３８ 各種の化学工業生産品

7 プラスチック、ゴム ３９～４０ 同  左

8 皮革、毛皮、動物用装着具、旅行用具 ４１～４３ 同  左

9 木材、コルク、組物材料製品 ４４～４６ 同  左

10 木材パルプ、紙、板紙、及びその製品 ４７～４９ 同  左

11 紡織用繊維及びその製品 ５０～６０ 繊維及びその製品

６１～６３ 衣類等

12 はき物、帽子、傘、羽毛製品、造花 ６４～６７ 同  左

13 石、石綿、雲母、陶磁製品、ガラス ６８～７０ 同  左

14 貴石、貴金属、身辺細貨類、貨幣 ７１ 同  左

７２～７６ 鉄鋼、銅、アルミ等及び製品

15 卑金属及びその製品 ７８～８１ 鉛、亜鉛、すず及びその製品

８２～８３ 卑金属製品の工具、道具

16 機械類、電気機器、VTR、音声再生機 ８４ 原子炉、ボイラー、機械類

８５ 電気機器、VTR、音声再生機

17 車両、航空機、船舶及び輸送機器 ８６～８９ 同  左

18 光学機器、写真用機器、医療用機器 ９０～９２ 同  左

19 武器、銃砲弾 ９３ 同  左

９４～９５ 同  左

９６ 同  左

21 美術品、収集品及びこっとう ９７ 同  左

－ プラント貨物

　注：本牧・通関第6、7部門及び大黒・通関第3部門は輸出専担部門になります。

　注：山下・通関第1部門は海上貨物（海上システム）、通関第2部門は航空貨物（航空システム）及びマニュアルを担当する。
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　注：次の署所については、分担区分はありません。
　　　仙台塩釜、石巻、気仙沼、仙台空港、小名浜、相馬、福島空港、鹿島、日立、つくば、千葉、木更津、姉崎、銚子、横須賀、三崎、川崎、鶴見、宇都宮
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輸出入関係取扱品目分担一覧表（平成24年7月）
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別紙８ 

新旧対照表 

【通関業法基本通達（昭和 47年３月１日蔵関第 105号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

 1 

改正後 改正前 

 

（「相互に関連するもの」の意義） 

９－１ 法第９条ただし書に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務そ

の他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」とは、例えば、次に該

当するような場合をいう。 

⑴ プラント輸出の場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告 

⑵ 輸出申告、特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申

告（以下この項において「輸出申告等」という。）の後許可前に積込港が

変更されたことによる当該輸出申告等の撤回の申し出と当該撤回の申し

出後最初に行われる輸出申告等 

⑶ 特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申告と当該申

告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類

の呈示 

⑷ 輸出申告等にこれと併せて保税運送申告が行われ、かつ、当該輸出申

告等の許可後に積込港が変更された場合における当該輸出申告等と当該

許可に係る積込港変更の申請 

⑸ 保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる

輸入申告、蔵入承認申請、移入承認申請又は総保入承認申請 

⑹ 税関の管轄区域を越えて行う各種申告申請手続に係る不服申立て手続 

⑺ 一の物品の一時輸入のための通関手帳（物品の一時輸入のための通関

手帳に関する通関条約（ＡＴＡ条約）の実施に伴う関税法等の特例に関

する法律（昭和 48年法律第 70号）第２条第１号に規定する「通関手帳」

をいう。後記 18－１⑶において同じ。）による輸出申告又は輸入申告 

 

 

（「相互に関連するもの」の意義） 

９－１ 法第９条ただし書に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務そ

の他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」とは、例えば、次に該

当するような場合をいう。 

⑴ プラント輸出の場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告 

 

 

 

 

⑵ 関税法第 67条の３第６項に規定する特定輸出申告又は特定委託輸出申

告と当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職

員への書類の呈示 

 

 

 

⑶ 保税運送申告と当該運送に係る貨物が運送先に到着後最初に行われる

輸入申告、蔵入承認申請、移入承認申請又は総保入承認申請 

⑷ 税関の管轄区域を越えて行う各種申告申請手続に係る不服申立て手続 

⑸ 一の物品の一時輸入のための通関手帳（物品の一時輸入のための通関

手帳に関する通関条約（ＡＴＡ条約）の実施に伴う関税法等の特例に関

する法律（昭和 48年法律第 70号）第２条第１号に規定する「通関手帳」

をいう。後記 18－１⑶において同じ。）による輸出申告又は輸入申告 
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